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福
井
県
告
示
第
１
５
５
号

　
福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
１
５
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

指
定
理
由
�　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は
著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪
を
誘
発
助

長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

指
定
年
月
日
　
令
和
４
年
３
月
２
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
５
６
号

　
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
４
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
７
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

一
１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
　
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
（
華
）
テ
ラ
ス

　
２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
福
井
県
鯖
江
市
三
六
町
２
－
７
－
５

　
３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
　
社
会
福
祉
法
人
育
友
福
祉
会

　
４
　
指
定
年
月
日

　
　
　
令
和
４
年
１
月
１
７
日

　
５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

　
６
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
　
１
８
７
０
７
０
０
６
８
７

告
　
　
　
　
　
示

二
１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
　
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
　
若
狭
高
浜
病
院

　
２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
福
井
県
大
飯
郡
高
浜
町
宮
崎
第
８
７
号
１
４
番
地
２

　
３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
　
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構

　
４
　
指
定
年
月
日

　
　
　
令
和
４
年
２
月
１
日

　
５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
訪
問
看
護

　
６
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
　
１
８
１
２
３
１
４
０
１
９

三
１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
　
ｔ
ｅ
ｔ
ｏ
ｔ
ｅ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
福
井
県
大
飯
郡
高
浜
町
三
明
第
３
号
３
４
番
地

　
３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
　
ｔ
ｅ
ｔ
ｏ
ｔ
ｅ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
合
同
会
社

　
４
　
指
定
年
月
日

　
　
　
令
和
４
年
２
月
１
日

　
５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
訪
問
看
護

　
６
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
　
１
８
６
２
３
９
０
０
４
２

四
１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
　
泉
ヶ
丘
病
院
附
属
か
な
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク
　
訪
問
看
護

　
２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
福
井
県
敦
賀
市
鉄
輪
町
１
丁
目
２
番
５
５
号

　
３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
　
医
療
法
人
保
仁
会

　
４
　
指
定
年
月
日

　
　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
訪
問
看
護

　
６
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
　
１
８
１
０
２
１
４
８
８
０

五
１
　
事
業
所
の
名
称

種
別

映
画

映
画

映
画

夫
の
留
守
に
い
き
ま
く
る
若
妻

オ
ー
ル
ド
・
ボ
ー
イ
［
4K
］

�（
原
題
）
올
드
�보
이

パ
リ
13区

�（
原
題
）
PA
RIS,�13T

H
�D
IST
RICT

新
田
組

�〈
新
東
宝
映
画
〉

K
A
D
O
K
A
W
A

（
韓
国
）

ロ
ン
グ
ラ
イ
ド

（
フ
ラ
ン
ス
）

題
　
　
　
　
名

制
作
会
社
、
配
給
会
社
等
名
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泉
ヶ
丘
病
院
附
属
か
な
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク
　
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

　
２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
福
井
県
敦
賀
市
鉄
輪
町
１
丁
目
２
番
５
５
号

　
３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
　
医
療
法
人
保
仁
会

　
４
　
指
定
年
月
日

　
　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

　
６
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
　
１
８
１
０
２
１
４
８
８
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
５
７
号

　
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
７
５
条
第
２
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
の
廃
止
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

一
１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
わ
か
く
さ

　
２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
福
井
県
大
野
市
月
美
町
８
－
３

　
３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
　
株
式
会
社
リ
ハ
ス
ポ
ッ
ト
わ
か
く
さ

　
４
　
廃
止
届
出
受
理
年
月
日

　
　
　
令
和
４
年
１
月
６
日

　
５
　
廃
止
日

　
　
　
令
和
４
年
１
月
３
１
日

　
６
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
訪
問
看
護

　
７
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
　
１
８
６
０
５
９
０
０
７
２

二
１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
　
訪
問
介
護
事
業
所
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
ゆ
り

　
２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
福
井
県
坂
井
市
春
江
町
本
堂
２
７
－
１

　
３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
　
社
会
福
祉
法
人
坂
井
来
春
会

　
４
　
廃
止
届
出
受
理
年
月
日

　
　
　
令
和
４
年
２
月
１
５
日

　
５
　
廃
止
日

　
　
　
令
和
４
年
３
月
３
１
日

　
６
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
訪
問
介
護

　
７
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
　
１
８
７
１
７
０
１
１
３
０

三
１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
　
と
ら
い
あ
ん
ぐ
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

　
２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
福
井
県
鯖
江
市
東
横
江
１
丁
目
４
０
２
－
２

　
３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
　
有
限
会
社
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア

　
４
　
廃
止
届
出
受
理
年
月
日

　
　
　
令
和
４
年
３
月
３
日

　
５
　
廃
止
日

　
　
　
令
和
４
年
３
月
３
１
日

　
６
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
訪
問
介
護

　
７
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
　
１
８
７
０
７
０
０
５
４
７

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
５
８
号

　
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
５
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
１
１
５
条
の
１
０
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

一
１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
　
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
（
華
）
テ
ラ
ス

　
２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
福
井
県
鯖
江
市
三
六
町
２
－
７
－
５

　
３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
　
社
会
福
祉
法
人
育
友
福
祉
会

　
４
　
指
定
年
月
日

　
　
　
令
和
４
年
１
月
１
７
日

　
５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
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介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

　
６
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
　
１
８
７
０
７
０
０
６
８
７

二
１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
　
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
　
若
狭
高
浜
病
院

　
２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
福
井
県
大
飯
郡
高
浜
町
宮
崎
第
８
７
号
１
４
番
地
２

　
３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
　
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構

　
４
　
指
定
年
月
日

　
　
　
令
和
４
年
２
月
１
日

　
５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
介
護
予
防
訪
問
看
護

　
６
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
　
１
８
１
２
３
１
４
０
１
９

三
１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
　
ｔ
ｅ
ｔ
ｏ
ｔ
ｅ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
福
井
県
大
飯
郡
高
浜
町
三
明
第
３
号
３
４
番
地

　
３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
　
ｔ
ｅ
ｔ
ｏ
ｔ
ｅ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
合
同
会
社

　
４
　
指
定
年
月
日

　
　
　
令
和
４
年
２
月
１
日

　
５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
介
護
予
防
訪
問
看
護

　
６
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
　
１
８
６
２
３
９
０
０
４
２

四
１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
　
泉
ヶ
丘
病
院
附
属
か
な
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク
　
訪
問
看
護

　
２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
福
井
県
敦
賀
市
鉄
輪
町
１
丁
目
２
番
５
５
号

　
３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
　
医
療
法
人
保
仁
会

　
４
　
指
定
年
月
日

　
　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
介
護
予
防
訪
問
看
護

　
６
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
　
１
８
１
０
２
１
４
８
８
０

五
１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
　
泉
ヶ
丘
病
院
附
属
か
な
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク
　
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

　
２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
福
井
県
敦
賀
市
鉄
輪
町
１
丁
目
２
番
５
５
号

　
３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
　
医
療
法
人
保
仁
会

　
４
　
指
定
年
月
日

　
　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

　
６
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
　
１
８
１
０
２
１
４
８
８
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
５
９
号

　
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
１
１
５
条
の
５
第
２
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
１
５
条
の
１
０
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
わ
か
く
さ

２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
福
井
県
大
野
市
月
美
町
８
－
３

３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
株
式
会
社
リ
ハ
ス
ポ
ッ
ト
わ
か
く
さ

４
　
廃
止
届
出
受
理
年
月
日

　
　
令
和
４
年
１
月
６
日

５
　
廃
止
日

　
　
令
和
４
年
１
月
３
１
日

６
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
介
護
予
防
訪
問
看
護

７
　
介
護
保
険
事
業
所
番
号

　
　
１
８
６
０
５
９
０
０
７
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
６
０
号
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障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
１
７
年
法
律
第

１
２
３
号
）
第
５
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第

６
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
６
１
号

　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
１
７
年
法
律
第

１
２
３
号
）
第
６
４
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
法
第
６
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
６
２
号

　
卸
売
市
場
法
（
昭
和
４
６
年
法
律
第
３
５
号
）
第
１
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
６
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
者
の
変
更
を
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
４
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
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福
井
県
告
示
第
１
６
３
号

　
福
井
県
水
源
涵
養
地
域
保
全
条
例
（
平
成
２
５
年
福
井
県
条
例
第
１
９
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
水
源
涵
養
地
域
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る

。　
な
お
、
図
面
お
よ
び
関
係
書
類
を
次
に
掲
げ
る
場
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
水
源
涵
養
地
域
に
指
定
す
る
区
域

　
⑴
�　
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律

第
２
４
９
号
）
第
２
５
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
水
源
か
ん
養
保
安
林

　
⑵
�　
⑴
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
下
記
に
掲
げ
る
土
地
の
う
ち
法
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
た
て

ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
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２
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
�　
福
井
県
農
林
水
産
部
森
づ
く
り
課
な
ら
び
に
福
井
県
福
井
農
林
総
合
事
務
所
林
業
部
、
福
井
県
坂
井

農
林
総
合
事
務
所
林
業
部
、
福
井
県
奥
越
農
林
総
合
事
務
所
林
業
部
、
福
井
県
丹
南
農
林
総
合
事
務
所

林
業
部
、
福
井
県
嶺
南
振
興
局
林
業
水
産
部
お
よ
び
福
井
県
嶺
南
振
興
局
二
州
農
林
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
６
４
号

　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　
福
井
市
中
手
町
７
２
字
杉
ノ
木
谷
１
の
１
４
、
１
の
１
６
、
１
の
１
８
、
２
の
１

２
　
指
定
の
目
的

　
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

３
　
指
定
施
業
要
件

　
⑴
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
ア
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
イ
�　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
ウ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
⑵
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
お
よ
び
樹
種

　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
６
５
号

　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　
大
野
市
上
打
波
１
４
９
字
古
寒
水
石
１
の
１

２
　
指
定
の
目
的

　
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

３
　
指
定
施
業
要
件

　
⑴
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
ア
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
上
打
波
１
４
９
字
古
寒
水
石
１
の
１
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　
イ
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
ウ
�　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
エ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
⑵
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
お
よ
び
樹
種

　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
図
」
お
よ
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
お
よ
び
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お

よ
び
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
６
６
号

　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　
大
野
市
箱
ケ
瀬
２
６
号
越
途
池
谷
道
場
洞
１
の
２
４
、
１
の
２
５
、
１
の
３
５

２
　
指
定
の
目
的

　
　
水
源
の
涵
養

３
　
指
定
施
業
要
件

　
⑴
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
ア
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
�　
箱
ケ
瀬
２
６
号
越
途
池
谷
道
場
洞
１
の
２
５
・
１
の
３
５
（
以
上
２
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　
イ
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
ウ
�　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
エ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
⑵
　
立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
図
」
お
よ
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
お
よ
び
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お

よ
び
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
６
７
号
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農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
�　
大
野
市
宝
慶
寺
６
字
木
落
６
、
１
１
字
方
丈
谷
１
、
２
、
３
の
１
、
１
２
字
上
神
田
１
３
か
ら
１
５

ま
で
、
１
３
字
漆
原
１
９
か
ら
２
１
ま
で

２
　
指
定
の
目
的

　
　
水
源
の
涵
養

３
　
指
定
施
業
要
件

　
⑴
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
ア
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
�　
宝
慶
寺
１
１
字
方
丈
谷
１
・
１
３
字
漆
原
２
０
（
以
上
２
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）

　
　
イ
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
ウ
�　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
エ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
⑵
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
お
よ
び
樹
種

　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
図
」
お
よ
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
お
よ
び
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お

よ
び
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
６
８
号

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要

件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
２
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
大
野
市
阿
難
祖
領
家
３
７
字
大
矢
谷
１
、
３
８
字
清
水
谷
１
、
３
９
字
鳥
ケ
滝
１

２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
干
害
の
防
備

３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
⑴
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
ア
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
イ
�　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
ウ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
⑵
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
お
よ
び
樹
種

　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
６
９
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改

良
事
業
（
永
平
寺
地
区
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
）
事
業
）
計
画
を
変
更
し
た
の

で
、
同
条
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
７
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
変
更
計
画
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
８
８
条
第
６
項
で
準
用
す
る
同
法
第
８
７
条
第
６
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
５
日
以
内
に
福
井
県
知
事
に
審
査
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
３
７
年
法
律

第
１
３
９
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
（
審
査
請
求
を
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
）
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
か
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知
事

と
な
る
。
）
、
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
１
４
条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は

、
原
則
と
し
て
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日
か
ら

　
　
令
和
４
年
５
月
１
６
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
永
平
寺
町
農
林
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
７
０
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日
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福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
７
１
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
７
２
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
７
３
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
７
４
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
７
５
号

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
６
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業

の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
６
２
条
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
施
行
者
の
名
称

　
　
越
前
町

２
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
お
よ
び
名
称

　
　
丹
南
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　
　
越
前
町
公
共
下
水
道
（
朝
日
処
理
区
）

３
　
事
業
施
行
期
間

　
　
昭
和
５
３
年
１
１
月
２
４
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
事
業
地

　
⑴
　
収
用
の
部
分

　
　
　
変
更
な
し

　
⑵
　
使
用
の
部
分

　
　
　
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
７
６
号

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
６
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業

の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
６
２
条
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
施
行
者
の
名
称

　
　
越
前
町

２
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
お
よ
び
名
称

　
　
織
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　
　
越
前
町
公
共
下
水
道
（
織
田
処
理
区
）

３
　
事
業
施
行
期
間

　
　
平
成
元
年
２
月
１
７
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
事
業
地

　
⑴
　
収
用
の
部
分

　
　
　
変
更
な
し

　
⑵
　
使
用
の
部
分

　
　
　
な
し
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福
井
県
告
示
第
１
７
７
号

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
５
８
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井

県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
４
８
年
福
井
県
条
例
第
５
号
）
第
１
１
条
の
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し

た
の
で
、
同
令
第
１
５
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
受
託
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
有
限
会
社
ア
イ
ワ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

　
　
福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
千
田
２
９
－
１
３

２
　
委
託
事
務
の
内
容

　
　
臨
海
中
央
公
園
の
有
用
公
園
施
設
の
使
用
料
の
徴
収
の
事
務

３
　
委
託
期
間

　
　
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
徴
収
の
方
法

　
　
納
入
通
知
書
に
よ
る
。

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
調
達
を
す
る
特
定
役
務
（
以
下
「
調
達
役
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
　
ウ
オ
ブ
ラ
ー
電
磁
石
お
よ
び
制
御
装
置
修
繕
業
務
　
１
式

　
⑵
　
調
達
役
務
の
仕
様
等

　
　
�　
入
札
説
明
書
、
契
約
書
、
「
福
井
県
若
狭
湾
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
セ
ン
タ
ー
�ウ
オ
ブ
ラ
ー
電
磁
石

お
よ
び
制
御
装
置
修
繕
業
務
�仕
様
書
」
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

　
⑶
　
履
行
期
限

　
　
　
令
和
５
年
３
月
２
４
日
（
金
）

　
⑷
　
履
行
場
所

　
　
　
福
井
県
若
狭
湾
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
セ
ン
タ
ー
（
福
井
県
敦
賀
市
長
谷
６
４
－
５
２
－
１
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
�　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で

に
資
格
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け

た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

　
⑴
�　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

こ
と
。

　
⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
ま
た
は
指
名
除
外
の
期
間
中
で
な
い
こ
と
。

　
⑶
�　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
お
よ
び

民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑷
�　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
を
履
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
技
術
的
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑸
�　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス

お
よ
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
ア
�　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の
支

店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力
団
員

（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）
第
２
条

第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

　
イ
�　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る

暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

　
ウ
�　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害
を

加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

　
エ
�　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与
す

る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る
者

　
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
�　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
子
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
�　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
に
関
す
る
事
項

　
⑴
�　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　
〒
９
１
４
－
０
８
１
１
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福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
１
丁
目
７
－
４
２

　
　
　
福
井
県
地
域
戦
略
部
　
電
源
地
域
振
興
課
　

　
　
　
嶺
南
Ｅ
コ
ー
ス
ト
計
画
室

　
　
　
電
話
　
０
７
７
０
－
４
７
－
５
８
７
５

　
⑵
�　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
��資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
�　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者
（

以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を
添
え

て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
て
福
井
県
の
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
期
限

　
　
　
令
和
４
年
４
月
２
６
日
（
火
）
１
７
時
ま
で

　
⑵
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
　
ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
　
　
�　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
等
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契

約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
�　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
　
イ
�　
紙
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
申
請
書
等
に
必
要
事
項
を
記
載
し
、
提
出
期
間
内
に
持
参
ま
た

は
提
出
締
切
日
を
必
着
と
し
た
書
留
郵
便
そ
の
他
の
配
達
記
録
が
残
る
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る

こ
と
。

　
　
ウ
　
提
出
先

　
　
　
〒
９
１
４
－
０
８
１
１

　
　
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
１
丁
目
７
－
４
２

　
　
　
福
井
県
地
域
戦
略
部
　
電
源
地
域
振
興
課

　
　
　
嶺
南
Ｅ
コ
ー
ス
ト
計
画
室

　
　
　
電
話
　
０
７
７
０
－
４
７
－
５
８
７
５

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

　
⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

　
⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
　
令
和
４
年
５
月
２
３
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
０
０
分
ま
で

　
　
　
令
和
４
年
５
月
２
４
日
（
火
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
０
０
分
ま
で

　
⑶
　
開
札
日
時

　
　
　
令
和
４
年
５
月
２
５
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

　
⑷
　
開
札
場
所

　
　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

　
　
　
福
井
県
庁
６
階
入
札
室

７
　
入
札
方
法

　
�　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
�　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

　
⑴
�　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

通
貨

　
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

　
⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
�　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
第
１
５
２
条
、
第
１
５
３
条
、
第

１
７
１
条
お
よ
び
第
１
７
２
条
の
規
定
に
よ
る
。

　
⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

　
⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
　
要

　
⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

　
　
ア
�　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
。
以
下
「
条
例

」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く

は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄

の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

　
　
イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
　
�　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

　
⑹
�　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ

る
。
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⑺
　
２
に
記
載
す
る
、
別
に
知
事
が
行
う
入
札
参
加
資
格
申
請
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

　
　
ア
　
申
請
の
受
付
時
期

　
　
　
�　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

　
　
イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　
　
〒
９
１
０
－
８
５
８
０

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

　
　
　
　
福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

１
０
　
Sum
m
ary

　
⑴
　
N
ature�and�quantity�of�the�service�to�be�required：

　
　
�　
Replacem

ent�of�the�control�system
�of�the�high�energy�beam

�irradiation�biology�
research�equipm

ent,�and�repair�of�w
obbling�m

agnets.
　
⑵
　
D
ate,T

im
e�of�Bidding:

　
　
�　
10:00�A

M
�25th�M

ay�2022�（
T
im
e-lim

it�for�the�subm
ission�of�tenders：

4:00PM
�

24th�M
ay�2022）

　
⑶
　
Period�of�Contract:24th�M

arch�2023
　
⑷
　
Im
plem

entation�location
　
　
　
T
he�W

akasa�W
an�Energy�Research�Center�64-52-1,�N

agatani,�T
suruga�city,�

　
　
Fukui�prefecture

　
⑸
�　
C
ontact�point�for�the�notice:E

nergy�producing�region�developm
ent�division,�

departm
ent�of�regional�strategy,

　
　
�　
Fukui�prefectural�governm

ent,�1-7-42,�Chuocho,�T
suruga�city,Fukui�prefecture,�

914-0811�Japan
　
　
　
T
el�0770-47-5875

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
調
達
を
す
る
特
定
役
務
（
以
下
「
調
達
役
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
　
フ
ー
リ
エ
変
換
核
磁
気
共
鳴
装
置
修
繕
業
務
　
１
式

　
⑵
　
調
達
役
務
の
仕
様
等

　
　
�　
入
札
説
明
書
、
契
約
書
、
「
福
井
県
若
狭
湾
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
セ
ン
タ
ー
�フ
ー
リ
エ
変
換
核
磁

気
共
鳴
装
置
修
繕
業
務
�仕
様
書
」
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

　
⑶
　
履
行
期
限

　
　
　
令
和
５
年
３
月
２
４
日
（
金
）

　
⑷
　
履
行
場
所

　
　
　
福
井
県
若
狭
湾
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
セ
ン
タ
ー
（
福
井
県
敦
賀
市
長
谷
６
４
－
５
２
－
１
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
�　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で

に
資
格
の
申
請
を
行
い
、
こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け

た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

　
⑴
�　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

こ
と
。

　
⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
ま
た
は
指
名
除
外
の
期
間
中
で
な
い
こ
と
。

　
⑶
�　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
お
よ
び

民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑷
�　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
を
履
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
技
術
的
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑸
�　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス

お
よ
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ア
�　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

　
　
イ
�　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

　
　
ウ
�　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

　
　
エ
�　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

者
　
　
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
�　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
子
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
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子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
�　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
に
関
す
る
事
項

　
⑴
�　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　
〒
９
１
４
－
０
８
１
１

　
　
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
１
丁
目
７
－
４
２

　
　
　
福
井
県
地
域
戦
略
部
　
電
源
地
域
振
興
課
　

　
　
　
嶺
南
Ｅ
コ
ー
ス
ト
計
画
室

　
　
　
電
話
　
０
７
７
０
－
４
７
－
５
８
７
５

　
⑵
�　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
��資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
�　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者
（

以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を
添
え

て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
て
福
井
県
の
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
期
限

　
　
　
令
和
４
年
４
月
２
６
日
（
火
）
１
７
時
ま
で

　
⑵
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
　
ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
　
　
�　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
等
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契

約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
�　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

　
　
イ
�　
紙
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
申
請
書
等
に
必
要
事
項
を
記
載
し
、
提
出
期
間
内
に
持
参
ま
た

は
提
出
締
切
日
を
必
着
と
し
た
書
留
郵
便
そ
の
他
の
配
達
記
録
が
残
る
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る

こ
と
。

　
　
ウ
　
提
出
先

　
　
　
　
〒
９
１
４
－
０
８
１
１

　
　
　
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
１
丁
目
７
－
４
２

　
　
　
　
福
井
県
地
域
戦
略
部
　
電
源
地
域
振
興
課

　
　
　
　
嶺
南
Ｅ
コ
ー
ス
ト
計
画
室

　
　
　
　
電
話
　
０
７
７
０
－
４
７
－
５
８
７
５

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

　
⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

　
⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
　
令
和
４
年
５
月
２
３
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
０
０
分
ま
で

　
　
　
令
和
４
年
５
月
２
４
日
（
火
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
０
０
分
ま
で

　
⑶
　
開
札
日
時

　
　
　
令
和
４
年
５
月
２
５
日
（
水
）
１
１
時
０
０
分

　
⑷
　
開
札
場
所

　
　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

　
　
　
福
井
県
庁
６
階
入
札
室

７
　
入
札
方
法

　
�　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
�　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

　
⑴
�　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

通
貨

　
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

　
⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
�　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
第
１
５
２
条
、
第
１
５
３
条
、
第

１
７
１
条
お
よ
び
第
１
７
２
条
の
規
定
に
よ
る
。

　
⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

　
⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
　
要

　
⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
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ア
�　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
。
以
下
「
条
例

」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く

は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄

の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

　
　
イ
�　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
　
�　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

　
⑹
�　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ

る
。

　
⑺
　
２
に
記
載
す
る
、
別
に
知
事
が
行
う
入
札
参
加
資
格
申
請
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

　
　
ア
　
申
請
の
受
付
時
期

　
　
　
�　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

　
　
イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　
　
〒
９
１
０
－
８
５
８
０

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

　
　
　
　
福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

１
０
　
Sum
m
ary

　
⑴
�　
N
ature�and�quantity�of�the�service�to�be�required：

R
eplacem

ent�of�existing�
fourier�transform

�nuclear�m
agnetic�resonance�system

.�
　
⑵
�　
D
ate,T

im
e�of�Bidding:11:00�A

M
�25th�M

ay�2022�（
T
im
e-lim

it�for�the�subm
ission�of�

tenders：
4:00PM

�24th�M
ay�2022）

　
⑶
　
Period�of�Contract:24th�M

arch�2023
　
⑷
�　
Im
plem

entation�location�T
he�W

akasa�W
an�E

nergy�R
esearch�C

enter�64-52-1,�
N
agatani,�T

suruga�city,�Fukui�prefecture
　
⑸
�　
C
ontact�point�for�the�notice:E

nergy�producing�region�developm
ent�division,�

departm
ent�of�regional�strategy,

　
　
�　
Fukui�prefectural�governm

ent,�1-7-42,�Chuocho,�T
suruga�city,Fukui�prefecture,�

914-0811�Japan
　
　
　
T
el�0770-47-5875

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第

８
２
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
立
病
院
長
　
吉
川
　
淳

１
　
落
札
に
係
る
調
達
物
品
の
名
称
お
よ
び
調
達
予
定
数
量

　
　
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
１
種
１
号
）

　
　
１
，
４
０
０
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
４
年
３
月
２
５
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
マ
ル
サ
石
油
店

　
　
福
井
市
日
之
出
５
丁
目
１
３
－
１

５
　
落
札
金
額

　
　
１
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
９
０
円
５
０
銭

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
４
年
２
月
８
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
拠
点
運
営
業
務

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
４
年
４
月
１
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
Ａ
Ｌ
Ｌ
　
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｉ

　
　
代
表
構
成
員
　
オ
ウ
デ
ム
株
式
会
社

　
　
福
井
県
福
井
市
栂
野
町
第
１
５
号
１
番
地
２

５
　
落
札
金
額

　
　
５
４
４
，
１
８
５
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
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公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
よ
る
随
意
契
約

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
３
年
９
月
３
０
日

８
　
随
意
契
約
に
す
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
�　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
六
条
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
４
年
３
月
９
日
に
役
員
を
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
加
藤
　
尚
人
　
福
井
市
天
王
町
２
３
－
５

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
勝
山
市
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
４
年
３
月
２
６
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
牧
野
　
元
惠
　
勝
山
市
鹿
谷
町
保
田
34-14

理
　
事
　
石
橋
　
政
光
　
勝
山
市
野
向
町
聖
丸
22-22

理
　
事
　
斎
藤
　
茂
則
　
勝
山
市
遅
羽
町
蓬
生
30-4

理
　
事
　
辻
　
総
八
郎
　
勝
山
市
平
泉
寺
町
平
泉
寺
73-2

理
　
事
　
長
谷
川
健
一
　
勝
山
市
鹿
谷
町
矢
戸
口
21-19

理
　
事
　
袖
川
　
泰
夫
　
勝
山
市
荒
土
町
細
野
60-7

理
　
事
　
西
村
　
誠
一
　
勝
山
市
野
向
町
深
谷
12-2-1

理
　
事
　
水
野
　
忠
範
　
勝
山
市
野
向
町
北
野
津
又
144-3

理
　
事
　
南
部
　
英
二
　
勝
山
市
荒
土
町
清
水
島
17-2

理
　
事
　
高
田
　
仁
吉
　
勝
山
市
野
向
町
薬
師
神
谷
38-17

理
　
事
　
川
端
　
武
孝
　
勝
山
市
荒
土
町
布
市
20-10

理
　
事
　
水
上
　
清
雄
　
勝
山
市
荒
土
町
北
新
在
家
13-15

理
　
事
　
下
牧
　
久
義
　
勝
山
市
荒
土
町
細
野
口
2-20-2

理
　
事
　
島
田
　
治
　
　
勝
山
市
荒
土
町
北
宮
地
12-9

理
　
事
　
浅
井
　
義
一
　
勝
山
市
野
向
町
龍
谷
48-8

理
　
事
　
田
村
　
新
治
　
勝
山
市
平
泉
寺
町
平
泉
寺
56-41

理
　
事
　
中
村
　
裕
也
　
勝
山
市
片
瀬
33-27

理
　
事
　
長
谷
川
敬
祐
　
勝
山
市
平
泉
寺
町
岡
横
江
5-6-1

理
　
事
　
鳥
山
　
義
昭
　
勝
山
市
遅
羽
町
下
荒
井
9-24

理
　
事
　
石
田
　
政
治
　
勝
山
市
鹿
谷
町
北
西
俣
29-3

理
　
事
　
嶋
田
　
基
昭
　
勝
山
市
鹿
谷
町
発
坂
19-7

理
　
事
　
本
夛
　
順
治
　
勝
山
市
鹿
谷
町
本
郷
21-30

理
　
事
　
山
内
　
隆
雄
　
勝
山
市
鹿
谷
町
保
田
12-1

理
　
事
　
林
　
則
栄
　
　
勝
山
市
鹿
谷
町
西
光
寺
5-4

理
　
事
　
斎
藤
甚
三
郎
　
勝
山
市
遅
羽
町
北
山
10-19

理
　
事
　
上
山
　
忠
幸
　
勝
山
市
平
泉
寺
町
大
渡
35-9-1

理
　
事
　
千
京
　
正
一
　
勝
山
市
平
泉
寺
町
赤
尾
23-3

監
　
事
　
山
口
　
拓
雄
　
勝
山
市
片
瀬
18-11

監
　
事
　
東
川
　
照
雄
　
勝
山
市
芳
野
町
2-3-19

監
　
事
　
宇
佐
美
昭
治
　
勝
山
市
鹿
谷
町
東
遅
羽
口
11-1

監
　
事
　
南
　
都
志
男
　
勝
山
市
平
泉
寺
町
岩
ヶ
野
8-32

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
勝
山
市
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
４
年
３
月
２
７
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
石
橋
　
政
光
　
勝
山
市
野
向
町
聖
丸
22-22

理
　
事
　
千
京
　
正
一
　
勝
山
市
平
泉
寺
町
赤
尾
23-3

理
　
事
　
田
村
　
新
治
　
勝
山
市
平
泉
寺
町
平
泉
寺
56-41

理
　
事
　
辻
　
総
八
郎
　
勝
山
市
平
泉
寺
町
平
泉
寺
73-2

理
　
事
　
長
谷
川
健
一
　
勝
山
市
鹿
谷
町
矢
戸
口
21-19

理
　
事
　
前
川
　
義
信
　
勝
山
市
荒
土
町
松
田
2-59

理
　
事
　
平
泉
　
利
栄
　
勝
山
市
荒
土
町
新
保
11-601

理
　
事
　
笠
羽
　
俊
介
　
勝
山
市
荒
土
町
別
所
5-13

理
　
事
　
皿
澤
　
吉
朗
　
勝
山
市
荒
土
町
伊
波
23-2

理
　
事
　
日
谷
　
昌
保
　
勝
山
市
荒
土
町
細
野
77-8-3

理
　
事
　
浅
井
　
義
一
　
勝
山
市
野
向
町
龍
谷
48-8

理
　
事
　
西
村
　
誠
一
　
勝
山
市
野
向
町
深
谷
12-2-1

理
　
事
　
水
野
　
忠
範
　
勝
山
市
野
向
町
北
野
津
又
144-3

理
　
事
　
中
村
　
裕
也
　
勝
山
市
片
瀬
33-27

理
　
事
　
酒
井
　
稔
範
　
勝
山
市
若
猪
野
13-13
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理
　
事
　
山
内
　
隆
雄
　
勝
山
市
鹿
谷
町
保
田
12-1

理
　
事
　
吉
田
　
治
彦
　
勝
山
市
鹿
谷
町
志
田
8-4

理
　
事
　
島
田
　
秀
夫
　
勝
山
市
鹿
谷
町
本
郷
17-29-1

理
　
事
　
辻
　
範
訓
　
　
勝
山
市
鹿
谷
町
北
西
俣
45-2

理
　
事
　
斎
藤
　
茂
則
　
勝
山
市
遅
羽
町
蓬
生
30-4

監
　
事
　
石
塚
　
康
雄
　
勝
山
市
野
向
町
薬
師
神
谷
38-11

監
　
事
　
長
谷
川
敬
祐
　
勝
山
市
平
泉
寺
町
岡
横
江
5-6-1

監
　
事
　
山
内
　
一
美
　
勝
山
市
鹿
谷
町
保
田
57-28-1

監
　
事
　
斎
藤
甚
三
郎
　
勝
山
市
遅
羽
町
北
山
10-19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
お
お
い
町
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
４
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齋
藤
　
昌
一
　
お
お
い
町
岡
田
35-20

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
お
お
い
町
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
４
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
水
上
　
栄
　
　
お
お
い
町
岡
田
5-25

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
４
年
３
月

１
５
日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
航
空
重
力
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
県
内
全
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
４
年
３
月
４

日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
国
土
広
域
情
報
修
正
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
全
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
４
年
３
月
４

日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図
情
報
）
修
正
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
全
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
３
月
２
８

日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称
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国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
航
空
重
力
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
２
５
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
県
内
全
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
３
月
２
８
日
に
永
平
寺
町
よ
り
公
共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
永
平
寺
町

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
共
用
地
図
デ
ー
タ
作
成
）
　
　

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
１
月
４
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
１
８
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
永
平
寺
町
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
３
月
３
０
日
に
勝
山
市
よ
り
公
共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。
　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
勝
山
市

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
）
　
　

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
３
年
１
２
月
２
日
か
ら
令
和
４
年
２
月
２
８
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
勝
山
市
一
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
３
月
２
２
日
に
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公

共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
更
新
）
　
　

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
３
年
１
０
月
２
８
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
１
８
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
３
月
９
日
に
福
井
地
方
法
務
局
よ
り
公
共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
地
方
法
務
局

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
登
記
所
備
付
地
図
作
成
作
業
に
伴
う
基
準
点
測
量
）
　
　

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
３
年
１
１
月
１
５
日
か
ら
令
和
４
年
２
月
２
５
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
あ
わ
ら
市
花
乃
杜
一
丁
目
、
同
市
春
宮
二
丁
目
、
同
市
春
宮
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
越
前
町
長
か
ら
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
同
法
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
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１
　
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

　
⑴
　
種
類

　
　
　
織
田
都
市
計
画
下
水
道

　
⑵
　
名
称

　
　
　
越
前
町
公
共
下
水
道
（
織
田
処
理
区
）

２
　
縦
覧
場
所

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
勝
山
市
長
か
ら
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

　
⑴
　
種
類

　
　
　
地
域
地
区
（
用
途
地
域
）

　
⑵
　
名
称

　
　
　
勝
山
都
市
計
画
用
途
地
域

２
　
縦
覧
場
所

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
勝
山
市
長
か
ら
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

　
⑴
　
種
類

　
　
　
地
域
地
区
（
特
別
用
途
地
区
）

　
⑵
　
名
称

　
　
　
勝
山
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

２
　
縦
覧
場
所

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
越
前
町
長
か
ら
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

　
⑴
　
種
類

　
　
　
地
区
計
画
等
（
地
区
計
画
）

　
⑵
　
名
称

　
　
　
丹
南
都
市
計
画
地
区
計
画
（
西
田
中
地
区
地
区
計
画
）

２
　
縦
覧
場
所

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
２
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
開
発
行

為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
同
法
第
３
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る

。　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
開
発
区
域
ま
た
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　
�　
南
条
郡
南
越
前
町
鯖
波
１
１
字
上
三
反
田
２
８
番
、
２
９
番
、
３
０
番
、
３
１
番
、
３
２
番
、
３
３

番
、
３
４
番
１
、
３
４
番
２
、
３
５
番
、
３
６
番
、
３
７
番
、
４
２
番
、
４
３
番
、
４
４
番
、
４
５
番

、
４
６
番
の
一
部
、
４
７
番
お
よ
び
４
８
番

２
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
お
よ
び
氏
名

　
　
南
条
郡
南
越
前
町
東
大
道
第
２
９
号
１
番
地

　
　
南
越
前
町
長
　
岩
倉
　
光
弘

福
井
県
教
育
委
員
会
告
示
第
６
号

　
福
井
県
立
高
等
学
校
に
お
け
る
技
能
審
査
の
成
果
の
単
位
認
定
に
係
る
標
準
例
（
平
成
２
５
年
福
井
県

教
育
委
員
会
告
示
第
３
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
な
お
、
令
和
４
年
３
月
３
１
日
に
現
に
福
井
県
立
高
等
学
校
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。
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令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
教
育
委
員
会

　
別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
別

表
）

 
 

技
能

審
査

の
成

果
の

単
位

認
定

の
標

準
例

 

（
１

）
国

語
 技

 
能

 
審

 
査

 
の

 
種

 
類

 
等

 
 

水
準

 

 

 

対
応

科
目

 

 

最
 

大
 

増
 

加
 

単
位

数
 

主
 
催

 
団

 
体

 
等

 
名

 
 

 
 

 
称

 

日
本

漢
字

能
力

検
定

協
会

 

 

日
本

漢
字

能
力

検
定

 

 

２
級

 

 

現
代

の
国

語
 

言
語

文
化

 

１
 

 

 （
２

）
書

道
 技

 
能

 
審

 
査

  
の

 
種

 
類

 
等

 
 

水
準

 

 

 

対
応

科
目

 

 

最
 

大
 

増
 

加
 

単
位

数
 

主
 
催

 
団

 
体

 
等

 
名

 
 

 
 

 
称

 

日
本

書
写

技
能

検
定

協
会

 

   

硬
筆

書
写

技
能

検
定

 
２

級
 

書
道

Ⅰ
 

１
 

毛
筆

書
写

技
能

検
定

 

  

２
級

 

  

書
道

Ⅰ
 

書
道

Ⅱ
 

書
道

Ⅲ
 

２
 

  

 （
３

）
外

国
語

 

技
 

能
 

審
 

査
  

の
 

種
 

類
 

等
 

 

水
準

 

 

 

対
応

科
目

 

 

最
 

大
 

増
 

加
 

単
位

数
 

主
 
催

 
団

 
体

 
等

 
名

 
 

 
 

 
称

 

日
本

英
語

検
定

協
会

 
実

用
英

語
技

能
検

定
 

２
級

 
英

語
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
Ⅰ

 

英
語

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
Ⅱ

 

３
 

準
２

級
 
英

語
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
Ⅰ

 
２

 

日
本

技
術

英
語

協
会

 
技

術
英

語
能

力
検

定
 

３
級

 

 

英
語

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
Ⅰ

 

英
語

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
Ⅱ

 

２
 

 

４
級

 

 

英
語

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
Ⅰ

 

英
語

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
Ⅱ

 

１
 

 

 （
４

）
農

業
 

 

技
 

能
 

審
 

査
  

の
 

種
 

類
 

等
 

 

水
準

 

 

 

対
応

科
目

 

 

最
 

大
 

増
 

加
 

単
位

数
 

主
 
催

 
団

 
体

 
等

 
名

 
 

 
 

 
称

 

厚
生

労
働

省
 

    

毒
物

劇
物

取
扱

責
任

者
 

    

一
般

 

    

作
物

 

野
菜

 

草
花

 

食
品

化
学

 

栽
培

と
環

境
 

２
 

    

総
務

省
 

危
険

物
取

扱
者

 
甲

種
 

乙
種

 

作
物

 

野
菜

 

農
業

機
械

 

食
品

化
学

 

食
品

製
造

 

農
業

土
木

施
工

 

農
業

と
環

境
 

２
 

厚
生

労
働

省
 

ボ
イ

ラ
ー

技
士

 
２

級
 

野
菜

 

草
花

 
１
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食

品
製

造
 

厚
生

労
働

省
 

フ
ラ

ワ
ー

装
飾

技
能

士
 

３
級

 
草

花
 

生
物

活
用

 

２
 

国
土

交
通

省
 

    

測
量

士
・

測
量

士
補

 
 

測
量

 
３

 

土
木

施
工

管
理

技
術

検
定

 
（

第
一

次
検

定
）

 

 

２
級

 

 

農
業

土
木

施
工

 

農
業

土
木

設
計

 

２
 

 

造
園

施
工

管
理

技
術

検
定

 
（

第
一

次
検

定
）

 

 

２
級

 

 

造
園

計
画

 
造

園
施

工
管

理
 

造
園

植
栽

 

農
業

土
木

施
工

 

２
 

 

厚
生

労
働

省
 

 

小
型

車
両

系
建

設
機

械
運

転
特

別
教

育
 

  

農
業

土
木

施
工

 

農
業

機
械

 

１
 

 

厚
生

労
働

省
 

ア
ー

ク
溶

接
等

特
別

教
育

 
 

農
業

機
械

 
１

 

国
土

交
通

省
 

建
築

施
工

管
理

技
術

検
定

 
（

第
一

次
検

定
）

 

 
農

業
土

木
施

工
 

２
 

日
本

商
工

会
議

所
 

日
商

Ｐ
Ｃ

検
定

（
文

書
作

成
）

 
２

級
 

農
業

と
情

報
 

２
 

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 
ビ

ジ
ネ

ス
文

書
実

務
検

定
 

１
級

 
農

業
と

情
報

 
２

 

中
央

工
学

校
生

涯
学

習
セ

ン

タ
ー

 

ト
レ

ー
ス

技
能

検
定

 
 

２
級

 
総

合
実

習
 

農
業

土
木

設
計

 

１
 

国
際

文
化

カ
レ

ッ
ジ

 
レ

タ
リ

ン
グ

技
能

検
定

 
２

級
 

農
業

土
木

設
計

 
１

 

日
本

商
工

会
議

所
 

 

簿
記

検
定

 

 

２
級

 
農

業
経

営
 

２
 

３
級

 
農

業
経

営
 

１
 

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 
簿

記
実

務
検

定
 

２
級

 
農

業
経

営
 

１
 

日
本

商
工

会
議

所
 

販
売

士
検

定
 

２
級

 
食

品
流

通
 

２
 

日
本

農
業

技
術

検
定

協
会

 
日

本
農

業
技

術
検

定
 

１
級

 
課

題
研

究
 

２
 

２
級

 
農

業
と

環
境

 
栽

培
と

環
境

 
１

 

日
本

土
壌

協
会

 
土

壌
医

検
定

 
２

級
 

課
題

研
究

 
栽

培
と

環
境

 

２
 

３
級

 
課

題
研

究
 

栽
培

と
環

境
 

１
 

 （
５

）
水

産
 

 

技
 

能
 

審
 

査
  

の
 

種
 

類
 

等
 

 

水
準

 

 

 

対
応

科
目

 

 

最
 

大
 

増
 

加
 

単
位

数
 

主
 
催

 
団

 
体

 
等

 
名

 
 

 
 

 
称

 

国
土

交
通

省
 

 
 

 
 

 

 
 

   

小
型

船
舶

操
縦

士
 

 
 

 

１
級

 
小

型
船

舶
 

２
 

２
級

 
小

型
船

舶
 

１
 

海
技

士
 

   

４
級

 

以
上

 

航
海

・
計

器
 

漁
船

運
用

 

２
 

 

５
級

 

 

航
海

・
計

器
 

漁
船

運
用

 

１
 

 

全
国

水
産

高
等

学
校

長
協

会
 

   

栽
培

漁
業

技
術

検
定

 
 

 

  

２
級

以

上
 

資
源

増
殖

 
海

洋
生

物
 

水
産

海
洋

科
学

 
海

洋
環

境
 

１
 

 

Ｈ
Ａ

Ｃ
Ｃ

Ｐ
基

本
技

能
検

定
 

 

 
食

品
製

造
 

食
品

管
理

 

１
 

食
品

技
能

検
定

 
１

～
３

類
 

食
品

製
造

 

食
品

管
理

 
１

 

潜
水

技
術

検
定

 
上

級
 

ダ
イ

ビ
ン

グ
 

２
 

２
級

 
ダ

イ
ビ

ン
グ

 
１

 
厚

生
労

働
省

 
潜

水
士

 
 

ダ
イ

ビ
ン

グ
 

２
 

総
務

省
 

 

危
険

物
取

扱
者

 

 

乙
種

 

１
～

６

類
 

食
品

管
理

 
総

合
実

習
 

１
 

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

簿
記

実
務

検
定

 
２

級
 

水
産

流
通

 
１

 

ビ
ジ

ネ
ス

文
書

実
務

検
定

 
２

級
 

海
洋

情
報

技
術

 
１

 

情
報

処
理

検
定

 
２

級
 

海
洋

情
報

技
術

 
１

 

 （
６

）
工

業
 

 

技
 

能
 

審
 

査
  

の
 

種
 

類
 

等
 

 

水
準

 

 

 

対
応

科
目

 

 

最
 

大
 

増
 

加
 

単
位

数
 

主
 
催

 
団

 
体

 
等

 
名

 
 

 
 

 
称

 

厚
生

労
働

省
 

 
 

 
 

 

 
 

      

ボ
イ

ラ
ー

技
士

 

       

２
級

 

       

原
動

機
 

設
備

計
画

 

空
気

調
和

設
備

 

衛
生

・
防

災
設

備
 

化
学

工
学

 

地
球

環
境

化
学

 

材
料

製
造

技
術

 

工
業

管
理

技
術

 

２
 

       

厚
生

労
働

省
 

車
両

系
建

設
機

械
運

転
技

能
者

 
（

基
礎

工
事

用
、
解

体
用

、
整

地

・
運

搬
・
積

み
込

み
用

及
び

掘
削

用
）

 

 
工

業
技

術
基

礎
 

実
習

 

土
木

施
工

 

原
動

機
 

１
 

国
土

交
通

省
 

 

自
動

車
整

備
士

 

 

３
級

 

 

自
動

車
工

学
 

自
動

車
整

備
 

２
 

 

経
済

産
業

省
 

      
 

 
 

        

電
気

工
事

士
 

      
 

 
 

 
 

 

    

２
種

 

    

電
気

回
路

 

電
気

機
器

 

電
力

技
術

 

設
備

計
画

 

生
産

技
術

 
実

習
 

２
 

    

１
種

 

     

電
気

回
路

 

電
気

機
器

 

電
力

技
術

 

設
備

計
画

 
 

 

生
産

技
術

 
実

習
 

３
 

     

電
気

主
任

技
術

者
 

   

３
種

 

   

電
気

回
路

 

電
気

機
器

 

電
力

技
術

 

電
子

技
術

 
 

 
 

６
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総
務

省
 

       
 

 
 

   
 

 
 

陸
上

特
殊

無
線

技
士

 

    

１
級

 

    

電
気

回
路

 

電
子

技
術

 

電
子

回
路

 

電
子

計
測

制
御

 

通
信

技
術

 
生

産
技

術
 

工
業

情
報

数
理

 

３
 

    

２
級

 

    

電
気

回
路

 

電
子

技
術

 

電
子

回
路

 

電
子

計
測

制
御

 

通
信

技
術

 
生

産
技

術
 

工
業

情
報

数
理

 

２
 

   

ア
マ

チ
ュ

ア
無

線
技

士
 

     

２
級

 

     

電
気

回
路

 

電
子

技
術

 

電
子

回
路

 

電
子

計
測

制
御

 

通
信

技
術

 

生
産

技
術

 

２
 

     

国
際

文
化

カ
レ

ッ
ジ

 
 

デ
ィ

ジ
タ

ル
技

術
検

定
 

   

２
級

 

   

工
業

情
報

数
理

 

電
子

機
械

 

生
産

技
術

 

電
子

計
測

制
御

 

１
 

   

画
像

情
報

教
育

振
興

協
会

 
Ｃ

Ｇ
エ

ン
ジ

ニ
ア

検
定

 

 

ﾍ
ﾞ
ｰ
ｼ
ｯ
ｸ
 

 

工
業

情
報

数
理

 

製
図

 
ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾟ
ｭ
ｰ
ﾀ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
技

術
 

１
 

 

Ｃ
Ｇ

ク
リ

エ
ー

タ
ー

検
定

 
ﾍ
ﾞ
ｰ
ｼ
ｯ
ｸ
 
工

業
情

報
数

理
 

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾟ
ｭ
ｰ
ﾀ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
技

術
 

１
 

総
務

省
 

         

工
事

担
任

者
 

（
総

合
通

信
）

 
   

     

電
気

回
路

 

電
子

技
術

 

電
子

回
路

 

ﾊ
ｰ
ﾄ
ﾞ
ｳ
ｪ
ｱ
技

術
 

通
信

技
術

 
電

子
機

械
 

３
 

    

工
事

担
任

者
 

（
デ

ジ
タ

ル
通

信
）

 
（

ア
ナ

ロ
グ

通
信

）
 

 

１
級

 

    

電
気

回
路

 

電
子

技
術

 

電
子

回
路

 

ﾊ
ｰ
ﾄ
ﾞ
ｳ
ｪ
ｱ
技

術
 

通
信

技
術

 
電

子
機

械
 

３
 

    

２
級

 

    

電
気

回
路

 

電
子

技
術

 

電
子

回
路

 

ﾊ
ｰ
ﾄ
ﾞ
ｳ
ｪ
ｱ
技

術
 

通
信

技
術

 
電

子
機

械
 

２
 

    

 
工

事
担

任
者

（
Ａ

Ｉ
、

Ｄ
Ｄ

）
 

  
Ａ

Ｉ
種

…
ア

ナ
ロ

グ
 

 
Ｄ

Ｄ
種

…
デ

ジ
タ

ル
 

  

２
種

 
電

気
回

路
 

電
子

技
術

 

電
子

回
路

 

ﾊ
ｰ
ﾄ
ﾞ
ｳ
ｪ
ｱ
技

術
 

通
信

技
術

 
電

子
機

械
 

２
 

経
済

産
業

省
 

       

基
本

情
報

技
術

者
試

験
 

   

工
業

情
報

数
理

 

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾐ
ﾝ
ｸ
ﾞ
技

術
 

ﾊ
ｰ
ﾄ
ﾞ
ｳ
ｪ
ｱ
技

術
 

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾟ
ｭ
ｰ
ﾀ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
技

術
 

３
 

Ｉ
Ｔ

パ
ス

ポ
ー

ト
試

験
 

  

  

工
業

情
報

数
理

 

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾐ
ﾝ
ｸ
ﾞ
技

術
 

ﾊ
ｰ
ﾄ
ﾞ
ｳ
ｪ
ｱ
技

術
 

ｿ
ﾌ
ﾄ
ｳ
ｪ
ｱ
技

術
 

２
 

  

情
報

ｾ
ｷ
ｭ
ﾘ
ﾃ
ｨ
ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
試

験
 

  

 
工

業
情

報
数

理
 

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾟ
ｭ
ｰ
ﾀ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
技

術
 

ｿ
ﾌ
ﾄ
ｳ
ｪ
ｱ
技

術
 

３
 

国
土

交
通

省
 

          

測
量

士
補

 

 

  

建
築

施
工

 

測
量

 

３
 

 

建
築

施
工

管
理

技
術

検
定

試
験

 

   

２
級

 

    

建
築

施
工

 

建
築

構
造

 

建
築

構
造

設
計

 

建
築

計
画

 

建
築

法
規

 

４
 

    

土
木

施
工

管
理

技
術

検
定

試
験

 

  

２
級

 

   

土
木

施
工

 

土
木

構
造

設
計

 

土
木

基
礎

力
学

 

社
会

基
盤

工
学

 

４
 

   

電
気

工
事

施
工

管
理

技
術

検
定

試
験

 
２

級
 

電
気

回
路

 
電

気
機

器
 

電
力

技
術

 

３
 

総
務

省
 

             

危
険

物
取

扱
者

 
乙

種
 

１
類

 

～
 

６
類

 

  

工
業

技
術

基
礎

 

実
習

 

設
備

計
画

 

衛
生

・
防

災
設

備
 

工
業

化
学

 

化
学

工
学

 

地
球

環
境

化
学

 

各
類

１
 

 

甲
種

 
実

習
 

工
業

化
学

 

化
学

工
学

 

地
球

環
境

化
学

 

３
 

消
防

設
備

士
 

     

乙
種

 
１

類
 

～
 

５
類

 

 

建
築

計
画

 

衛
生

・
防

災
設

備
 

設
備

計
画

 

生
産

技
術

 

電
子

技
術

 
電

気
機

器
 

各
類

１
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乙
種

 
６

類
 

～
 

７
類

 

 

建
築

計
画

 

衛
生

・
防

災
設

備
 

設
備

計
画

 

生
産

技
術

 

電
子

技
術

 
電

気
機

器
 

各
類

１
 

 

経
済

産
業

省
 

    

公
害

防
止

管
理

者
 

    

騒
音

 

振
動

 

粉
塵

 

大
気

 

水
質

 

社
会

基
盤

工
学

 

工
業

化
学

 

化
学

工
学

 

地
球

環
境

化
学

 

 

各
類

２
 

    

厚
生

労
働

省
 

   

毒
物

劇
物

取
扱

責
任

者
 

 
 

    

実
習

 

工
業

化
学

 

化
学

工
学

 

地
球

環
境

化
学

 

３
 

   

経
済

産
業

省
 

       

火
薬

類
取

扱
保

安
責

任
者

 

       

乙
種

 

 

実
習

 

工
業

化
学

 

化
学

工
学

 

地
球

環
境

化
学

 
土

木
施

工
 

２
 

 

甲
種

 

   

実
習

 

工
業

化
学

 

化
学

工
学

 

地
球

環
境

化
学

 
土

木
施

工
 

３
 

   

国
際

文
化

カ
レ

ッ
ジ

 
レ

タ
リ

ン
グ

技
能

検
定

 

 

２
級

 

 

製
図

 

デ
ザ

イ
ン

技
術

 

１
 

 

中
央

工
学

校
生

涯
学

習
セ

ン

タ
ー

 

ト
レ

ー
ス

技
能

検
定

 

 

２
級

 

 

製
図

          
 

デ
ザ

イ
ン

技
術

 

１
 

 

色
彩

検
定

協
会

 
色

彩
検

定
 

２
級

 
デ

ザ
イ

ン
技

術
 

１
 

全
国

工
業

高
等

学
校

長
協

会
 

           

情
報

技
術

検
定

 

     

１
級

 

  

工
業

情
報

数
理

 

ﾊ
ｰ
ﾄ
ﾞ
ｳ
ｪ
ｱ
技

術
 

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾐ
ﾝ
ｸ
ﾞ
技

術
 

２
 

  

２
級

 

  

工
業

情
報

数
理

 

ﾊ
ｰ
ﾄ
ﾞ
ｳ
ｪ
ｱ
技

術
 

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾐ
ﾝ
ｸ
ﾞ
技

術
 

１
 

  

計
算

技
術

検
定

 

 

１
級

 
工

業
情

報
数

理
 

２
 

２
級

 
工

業
情

報
数

理
 

１
 

基
礎

製
図

検
定

 

 

  

製
図

 

デ
ザ

イ
ン

技
術

 

１
 

 

機
械

製
図

検
定

 

 

  

製
図

 

デ
ザ

イ
ン

技
術

 

１
 

 

日
本

技
術

英
語

協
会

 
技

術
英

語
能

力
検

定
 

３
級

 
工

業
技

術
英

語
 

２
 

４
級

 
工

業
技

術
英

語
 

１
 

日
本

商
工

会
議

所
 

日
商

Ｐ
Ｃ

検
定

（
文

書
作

成
）

 
２

級
 

工
業

情
報

数
理

 
２

 

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 
ビ

ジ
ネ

ス
文

書
実

務
検

定
 

１
級

 
工

業
情

報
数

理
 

２
 

厚
生

労
働

省
 

技
能

検
定

（
各

種
）

 
２

級
 

実
習

 
３

 

３
級

 
実

習
 

２
 

 （
７

）
商

業
 

                                                            
 

技
 

能
 

審
 

査
  

の
 

種
 

類
 

等
 

 

水
準

 

 

 

対
応

科
目

 

 

最
 

大
 

増
 

加
 

単
位

数
 

主
 
催

 
団

 
体

 
等

 
名

 
 

 
 

 
称

 

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 
 

 
 

 
 

 
 

    

商
業

経
済

検
定

 

     

１
級

 

     

ビ
ジ

ネ
ス

基
礎

 

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
 

商
品

開
発

と
流

通
 

グ
ロ

ー
バ

ル
経

済
 

ﾋ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾈ
ｽ
・

ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
 

ビ
ジ

ネ
ス

法
規

 

２
 

     

日
本

商
工

会
議

所
 

   

リ
テ

ー
ル

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
（

販

売
士

）
検

定
 

   

２
級

 

   

ビ
ジ

ネ
ス

基
礎

 

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
 

商
品

開
発

と
流

通
 

グ
ロ

ー
バ

ル
経

済
 

ﾋ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾈ
ｽ
・

ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
 

２
 

   

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 
 

ﾋ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾈ
ｽ
・

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
検

定
 

 
ビ

ジ
ネ

ス
基

礎
 

ﾋ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾈ
ｽ・

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ

ﾝ 

２
 

実
務

技
能

検
定

協
会

 
秘

書
検

定
 

２
級

 
ビ

ジ
ネ

ス
基

礎
 

ﾋ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾈ
ｽ・

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ

ﾝ ビ
ジ

ネ
ス

法
規

 
グ

ロ
ー

バ
ル

経
済

 
ﾋ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾈ
ｽ
・

ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ 

２
 

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 
簿

記
実

務
検

定
 

１
級

 
簿

記
 

原
価

計
算

 

財
務

会
計

Ⅰ
 

２
 

  

日
本

商
工

会
議

所
 

簿
記

検
定

 
２

級
 

全
国

経
理

教
育

協
会

 
簿

記
能

力
検

定
 

１
級

 

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 
会

計
実

務
検

定
 

１
級

 
財

務
会

計
Ⅰ

 
財

務
会

計
Ⅱ

 
２

  
全

国
経

理
教

育
協

会
 

簿
記

能
力

検
定

 
上

級
 

財
務

会
計

Ⅱ
 

管
理

会
計

 
４

 

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 
ビ

ジ
ネ

ス
文

書
実

務
検

定
 

１
級

 
情

報
処

理
 

ﾋ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾈ
ｽ・

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ

ﾝ  

２
 

  

日
本

商
工

会
議

所
 

日
商

Ｐ
Ｃ

検
定

（
文

書
作

成
）

 
２

級
 

全
国

経
理

教
育

協
会

 
文

書
処

理
能

力
検

定
 

（
ワ

ー
プ

ロ
）

 

１
級

 

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 

  

情
報

処
理

検
定

 
（

ビ
ジ

ネ
ス

情
報

）
 

 

１
級

 

  

情
報

処
理

 

ｿ
ﾌ
ﾄ
ｳ
ｪ
ｱ
活

用
 

ﾈ
ｯ
ﾄ
ﾜ
ｰ
ｸ
管

理
 

２
 

  

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 
情

報
処

理
検

定
 

（
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾐ
ﾝ
ｸ
ﾞ
）

 
１

級
 

情
報

処
理

 
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾐ
ﾝ
ｸ
ﾞ 

ﾈ
ｯ
ﾄ
ﾜ
ｰ
ｸ
管

理
 

２
 

全
国

経
理

教
育

協
会

 
文

書
処

理
能

力
検

定
 

（
表

計
算

）
 

１
級

 
情

報
処

理
 

ｿ
ﾌ
ﾄ
ｳ
ｪ
ｱ
活

用
 

 

２
 

  
日

本
商

工
会

議
所

 

 

日
商

Ｐ
Ｃ

検
定

（
デ

ー
タ

活
用

・

プ
レ

ゼ
ン

資
料

作
成

 
）

 

２
級
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福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
３
６
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

経
済

産
業

省
 

    

基
本

情
報

処
理

技
術

者
 

   

     

情
報

処
理

 

ｿ
ﾌ
ﾄ
ｳ
ｪ
ｱ
活

用
 

ﾈ
ｯ
ﾄ
ﾜ
ｰ
ｸ
活

用
 

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾐ
ﾝ
ｸ
ﾞ
 

ﾈ
ｯ
ﾄ
ﾜ
ｰ
ｸ
管

理
 

３
 

    

経
済

産
業

省
 

    

Ｉ
Ｔ

パ
ス

ポ
ー

ト
 

   

     

情
報

処
理

 

ｿ
ﾌ
ﾄ
ｳ
ｪ
ｱ
活

用
 

ﾈ
ｯ
ﾄ
ﾜ
ｰ
ｸ
管

理
 

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾐ
ﾝ
ｸ
ﾞ
 

ﾈ
ｯ
ﾄ
ﾜ
ｰ
ｸ
管

理
 

２
 

    

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 
珠

算
・

電
卓

実
務

検
定

 
１

級
 

ビ
ジ

ネ
ス

基
礎

 
課

題
研

究
 

  

２
 

   

日
本

商
工

会
議

所
 

珠
算

能
力

検
定

 
１

級
 

全
国

珠
算

教
育

連
盟

 
珠

算
検

定
 

１
級

 

全
国

経
理

教
育

協
会

 
電

卓
計

算
能

力
検

定
 

１
級

 

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 
英

語
検

定
 

１
級

 
ﾋ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾈ
ｽ・

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ

ﾝ 
２

 

日
本

商
工

会
議

所
 

日
商

ビ
ジ

ネ
ス

英
語

検
定

 
２

級
 

 （
８

）
家

庭
 

 

技
 

能
 

審
 

査
  

の
 

種
 

類
 

等
 

 

水
準

 

 

 

対
応

科
目

 

 

最
 

大
 

増
 

加
 

単
位

数
 

主
 
催

 
団

 
体

 
等

 
名

 
 

 
 

 
称

 

全
国

高
等

学
校

家
庭

科
教

育

振
興

会
 

 
 

 

     

被
服

製
作

技
術

検
定

（
和

服
）

 
１

級
 

服
飾

文
化

 

ﾌ
ｧ
ｯ
ｼ
ｮ
ﾝ
造

形
基

礎
 

ﾌ
ｧ
ｯ
ｼ
ｮ
ﾝ
造

形
 

ﾌ
ｧ
ｯ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾃ
ﾞ
ｻ
ﾞ
ｲ
ﾝ
 

課
題

研
究

 

２
 

被
服

製
作

技
術

検
定

（
洋

服
）

 
１

級
 

食
物

調
理

技
術

検
定

 

  

１
級

 

  

ﾌ
ｰ
ﾄ
ﾞ
ﾃ
ﾞ
ｻ
ﾞ
ｲ
ﾝ
 

調
理

 

課
題

研
究

 

２
 

  

保
育

技
術

検
定

 
１

級
 

保
育

基
礎

 
保

育
実

践
 

課
題

研
究

 

２
 

日
本

編
物

検
定

協
会

 
  

毛
糸

編
物

技
能

検
定

 
２

級
 

服
飾

手
芸

 
ﾌ
ｧ
ｯ
ｼ
ｮ
ﾝ
造

形
 

課
題

研
究

 

１
 

レ
ー

ス
編

物
技

能
検

定
 

２
級

 

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

 
ビ

ジ
ネ

ス
文

書
実

務
検

定
 

１
級

 
生

活
産

業
情

報
 

課
題

研
究

 
２

 

情
報

処
理

検
定

（
ﾋ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾈ
ｽ
情

報
）

 
２

級
 

生
活

産
業

情
報

 
課

題
研

究
 

１
 

簿
記

実
務

検
定

 
２

級
 

課
題

研
究

 
１

 
実

務
技

能
検

定
協

会
 

秘
書

検
定

 
２

級
 

課
題

研
究

 
１

 

色
彩

検
定

協
会

 
色

彩
検

定
 

２
級

 
ﾌ
ｧ
ｯ
ｼ
ｮ
ﾝ
ﾃ
ﾞ
ｻ
ﾞ
ｲ
ﾝ
 

課
題

研
究

 

１
 

国
民

生
活

セ
ン

タ
ー

 
消

費
生

活
専

門
相

談
員

資
格

 
第

１
次

 
試

験
 

消
費

生
活

 
課

題
研

究
 

２
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福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
３
７
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨
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福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
３
８
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体

の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
３
９
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
１
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理

団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
９
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
４
０
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
１
９
条
第
３
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
、
資

金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
９
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨
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福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
３
４
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
）
第
２
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
を
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
奥
井
　
隆

１
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
、
時
間
お
よ
び
場
所

　
⑴
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
お
よ
び
時
間

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
⑵
　
実
施
場
所

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
宝
永
３
丁
目
８
番
１
号
　

　
　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
葵
分
庁
舎
３
階
第
３
会
議
室

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
　
福
井
県
越
前
市
余
田
町
第
２
号
１
番
地
１

　
　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
丹
南
分
室

２
　
定
員

　
　
各
２
０
人

３
　
受
検
資
格

　
⑴
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
２
級

　
　
　
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
ま
た
は
福
井
県
内
の
営
業
所
に
所
属
す
る
警
備
員

　
⑵
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
１
級

　
　
　
⑴
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

　
　
ア
�　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業

務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
�　
福
井
県
公
安
委
員
会
が
、
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
お
よ
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め

る
者

４
　
検
定
試
験
の
方
法
お
よ
び
内
容

　
⑴
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
1級

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
　
　
イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
エ
　
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
オ
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
カ
�　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
ア
　
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
�　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
２
級

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
　
　
イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
エ
　
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
オ
�　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
ア
　
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
イ
�　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。
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５
　
申
請
手
続
等

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
�　
令
和
４
年
５
月
３
０
日
（
月
）
か
ら
同
年
６
月
３
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時
ま

で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間

　
　
　
た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
す
る
。

　
⑵
　
検
定
申
請
書
等
の
提
出
先

　
　
�　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
検
定
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所
地
ま
た
は
検
定
申
請

者
の
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

　
　
�　
な
お
、
原
則
と
し
て
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な

い
。

　
⑶
　
提
出
書
類
等

　
　
ア
　
検
定
申
請
書
　
１
通

　
　
イ
�　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
、
縦
３
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
横
２
．
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年
月
日
を
記

載
し
た
も
の
）
　
２
葉

　
　
ウ
�　
検
定
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
地

を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
エ
�　
警
備
員
で
そ
の
者
が
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
が
当
該
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
オ
　
３
⑵
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疎
明
書
面
　
１
通

　
⑷
　
受
検
手
数
料

　
　
　
１
６
，
０
０
０
円
に
相
当
す
る
手
数
料
を
納
入
す
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
検
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
そ
の
他

　
⑴
　
検
定
受
検
時
の
携
行
品

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
・
　
筆
記
用
具

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
・
　
筆
記
用
具

　
　
　
・
　
雨
具

　
⑵
　
受
検
票
の
交
付

　
　
　
受
検
票
は
、
学
科
試
験
当
日
の
受
付
時
に
交
付
す
る
。

７
　
検
定
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

　
�　
電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全

課
（
係
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
３
７
号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
３
５
年
法
律
第
１
０
５
号
）
第
９
９
条
の
２
第
４
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
技
能

検
定
員
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
｡）
を
行
う
の
で
、
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成

６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号
）
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
奥
井
　
隆

１
　
審
査
の
種
類
、
期
日
お
よ
び
場
所

　
⑴
　
種
類

　
　
�　
技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
）
､技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
）
､技
能
検
定
員
審
査
(準
中
型
)、
技
能

検
定
員
審
査
(普
通
)、
技
能
検
定
員
審
査
(大
特
)、
技
能
検
定
員
審
査
(大
自
二
)、
技
能
検
定
員
審
査

（
普
自
二
）
､技
能
検
定
員
審
査
（
牽
引
）
､技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種
）
､技
能
検
定
員
審
査

（
中
型
二
種
）
お
よ
び
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
二
種
）

　
⑵
　
期
日

　
　
　
令
和
４
年
５
月
２
６
日
（
木
）
お
よ
び
同
年
５
月
２
７
日
（
金
）

　
⑶
　
場
所

　
　
　
坂
井
市
春
江
町
針
原
第
５
８
号
１
０
番
地

　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

２
　
審
査
の
申
請
手
続
に
関
す
る
事
項

　
⑴
　
申
請
に
必
要
な
書
類

　
　
ア
　
審
査
申
請
書

　
　
イ
　
運
転
免
許
証
の
写
し

　
　
ウ
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

　
　
　
ア
�　
過
去
１
年
以
内
に
審
査
を
受
け
、
当
該
審
査
に
お
い
て
３
(2)ア

の
表
の
中
欄
ま
た
は
３
(2)

イ
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
合
格
基
準

に
達
す
る
成
績
を
得
た
者

　
　
　
イ
�　
過
去
１
年
以
内
に
技
能
検
定
、
技
能
教
習
ま
た
は
学
科
教
習
に
つ
い
て
の
技
能
ま
た
は
知
識

に
関
す
る
講
習
で
国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
を
修
了
し
た
者

　
　
　
ウ
　
教
習
指
導
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者

　
　
　
エ
　
他
の
種
類
の
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者

　
⑵
　
提
出
先

　
　
　
坂
井
市
春
江
町
針
原
第
５
８
号
１
０
番
地

　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　
⑶
　
提
出
期
限

　
　
　
令
和
４
年
４
月
２
２
日
（
金
）

３
　
そ
の
他
審
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

　
⑴
　
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格
要
件
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ア
�　
技
能
検
定
員
審
査
(大
型
)、
技
能
検
定
員
審
査
(中
型
)、
技
能
検
定
員
審
査
(準
中
型
)、
技
能
検

定
員
審
査
(普
通
)、
技
能
検
定
員
審
査
(大
特
)、
技
能
検
定
員
審
査
(大
自
二
)、
技
能
検
定
員
審
査

（
普
自
二
）
お
よ
び
技
能
検
定
員
審
査
（
牽
引
）

　
　
　
　
当
該
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
免
許
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
イ
　
技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種
）

　
　
　
�　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
お
よ
び
技
能
検
定
員
資
格
者
証
（
大
型
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ

と
。

　
　
ウ
　
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
二
種
）

　
　
　
�　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
ま
た
は
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
お
よ
び
技
能
検
定
員
資
格
者
証
（

中
型
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
エ
　
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
二
種
）

　
　
　
�　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
ま
た
は
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
お
よ

び
技
能
検
定
員
資
格
者
証
（
普
通
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
⑵
　
審
査
方
法
お
よ
び
そ
の
合
格
基
準

　
　
ア
�　
技
能
検
定
員
審
査
(大
型
二
種
)、
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
二
種
）
お
よ
び
技
能
検
定
員
審
査

（
普
通
二
種
）

　
　
　
�　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
審
査
項
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

つ
い
て
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
審
査
方
法
等
に
よ
り
行
う
。

　
　
イ
　
前
記
ア
以
外
の
審
査

　
　
�　
�　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
審
査
項
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

つ
い
て
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
審
査
方
法
等
に
よ
り
行
う
。

　
⑶
　
審
査
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
等

　
　
　
坂
井
市
春
江
町
針
原
第
５
８
号
１
０
番
地

　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
（
電
話
　
０
７
７
６
－
５
１
－
２
８
２
０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
３
８
号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
３
５
年
法
律
第
１
０
５
号
）
第
９
９
条
の
３
第
４
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
教
習

指
導
員
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
)を
行
う
の
で
、
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成

６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号
）
第
１
０
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
奥
井
　
隆

１
　
審
査
の
種
類
、
期
日
お
よ
び
場
所

　
⑴
　
種
類

　
　
�　
教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
準
中
型
）
、

教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
大
特
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
大
自
二
）
、
教

習
指
導
員
審
査
（
普
自
二
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
牽
引
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種
）
、

教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
二
種
）
お
よ
び
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
二
種
）

　
⑵
　
期
日

　
　
　
令
和
４
年
５
月
２
６
日
（
木
）
お
よ
び
同
年
５
月
２
７
日
（
金
）
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⑶
　
場
所

　
　
　
坂
井
市
春
江
町
針
原
第
５
８
号
１
０
番
地

　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

２
　
審
査
の
申
請
手
続
に
関
す
る
事
項

　
⑴
　
申
請
に
必
要
な
書
類

　
　
ア
　
審
査
申
請
書

　
　
イ
　
運
転
免
許
証
の
写
し

　
　
ウ
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

　
　
　
ア
�　
過
去
１
年
以
内
に
審
査
を
受
け
、
当
該
審
査
に
お
い
て
３
⑵
ア
の
表
の
中
欄
ま
た
は
３
⑵
イ

の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
合
格
基
準
に

達
す
る
成
績
を
得
た
者

　
　
　
イ
�　
過
去
１
年
以
内
に
技
能
検
定
、
技
能
教
習
ま
た
は
学
科
教
習
に
つ
い
て
の
技
能
ま
た
は
知
識

に
関
す
る
講
習
で
国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
を
修
了
し
た
者

　
　
　
ウ
　
技
能
検
定
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者

　
　
　
エ
　
他
の
種
類
の
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者

　
⑵
　
提
出
先

　
　
　
坂
井
市
春
江
町
針
原
第
５
８
号
１
０
番
地

　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　
⑶
　
提
出
期
限

　
　
　
令
和
４
年
４
月
２
２
日
（
金
）

３
　
そ
の
他
審
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

　
⑴
　
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格
要
件

　
　
ア
�　
教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
準
中
型
）

、
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
大
特
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
大
自
二
）

、
教
習
指
導
員
審
査
（
普
自
二
）
お
よ
び
教
習
指
導
員
審
査
（
牽
引
）

　
　
　
　
当
該
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
免
許
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
イ
　
教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種
）

　
　
　
�　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
お
よ
び
教
習
指
導
員
資
格
者
証
（
大
型
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ

と
。

　
　
ウ
　
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
二
種
）

　
　
　
�　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
ま
た
は
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
お
よ
び
教
習
指
導
員
資
格
者
証
（

中
型
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
エ
　
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
二
種
）

　
　
　
�　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
ま
た
は
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
お
よ

び
教
習
指
導
員
資
格
者
証
（
普
通
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
⑵
　
審
査
方
法
お
よ
び
そ
の
合
格
基
準

　
　
ア
�　
教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
二
種
）
お
よ
び
教
習
指
導
員
審

査
（
普
通
二
種
）

　
　
　
�　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
審
査
項
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

つ
い
て
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
審
査
方
法
等
に
よ
り
行
う
。

　
　
イ
　
前
記
ア
以
外
の
審
査

　
　
　
�　
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
審
査
項
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

つ
い
て
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
審
査
方
法
等
に
よ
り
行
う
。
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⑶
　
審
査
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
等

　
　
　
坂
井
市
春
江
町
針
原
第
５
８
号
１
０
番
地

　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
（
電
話
　
０
７
７
６
－
５
１
－
２
８
２
０
）
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